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In
fo
rm
a
tio
n

学生のみなさん、
学生納付特例制度の申請は
お済みですか ?

■問い合わせ先　鳥取社会保険事務所 （0857）27－8311
　　　　　市役所駅南庁舎保険年金課 （0857）20－3484

毎年度、申請が必要です。

　20 歳から 60 歳までのすべての人は、国民年金に加入
しなければなりません。学生のみなさんも 20歳になると
国民年金に加入し、保険料を納付することが義務づけられ
ています。
　ただし、次の学校に在学している学生のうち、本人の前
年所得が 68万円（給与収入が 133 万円）以下であれば、
学生納付特例制度が利用できます。学生納付特例の承認を
受けると、承認された期間の保険料は納付が 10年猶予さ
れ、万一の事故や病気で障害が残ったときでも一定の要件
を満たしていれば障害基礎年金が受けられます。

　

事
業
活
動
に
よ
り
生
じ
る
一
般
廃

棄
物
の
１
日
の
排
出
量
が
５
キ  ロ

以
上

ま
た
は
１
カ
月
の
平
均
排
出
量
が
50

キ  ロ

以
上
の
場
合
、
事
業
者
は
次
の
い

ず
れ
か
の
方
法
で
適
正
に
処
理
し
て

く
だ
さ
い
。

①
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
っ

て
、
自
ら
が
処
理
施
設
を
建
設
し
、

処
理
す
る
（
自
家
処
理
）。

②
自
ら
一
般
廃
棄
物
を
該
当
の
処
理

施
設
ま
で
搬
入
す
る
。

※
一
般
廃
棄
物
が
発
生
す
る
地
域
ご

と
に
、
搬
入
す
る
処
理
施
設
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

③
一
般
廃
棄
物
処
理
許
可
業
者
に
、

収
集
、
運
搬
、
処
分
を
委
託
す
る
。

※
一
般
廃
棄
物
が
発
生
す
る
地
域
ご

と
に
委
託
で
き
る
許
可
業
者
が
異
な

り
ま
す
。
該
当
す
る
地
域
の
許
可
業

者
に
収
集
を
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
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生
活
環
境
課
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０
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５
７
）20̶

３
２
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７
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各
総
合
支
所
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民
生
活

課
（
16
ペ
ー
ジ
上
段
参
照
）

　

最
近
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出

し
た
ア
ル
ミ
缶
な
ど
の
資
源
ご
み

事
業
ご
み
の
処
理

資
源
ご
み
の
持
ち
去
り

が
、
市
が
収
集
す
る
前
に
持
ち
去
ら

れ
て
い
ま
す
。
資
源
ご
み
は
、
市
の

清
掃
事
業
費
の
財
源
の
一
部
で
あ

り
、
限
り
あ
る
資
源
と
し
て
有
効
利

用
し
て
い
ま
す
。
持
ち
去
り
を
目
撃

し
た
人
は
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

連
絡
先　

市
役
所
本
庁
舎
生
活
環
境

課
（
０
８
５
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２
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７
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鳥
取
市
で
は
、
平
成
18
年
度
か
ら

ス
タ
ー
ト
す
る
第
８
次
総
合
計
画
の

策
定
に
あ
た
り
、
市
民
の
み
な
さ
ん

が
市
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
思
い
、

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
に
何
を
望
ん
で

い
る
か
な
ど
を
調
査
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
を
、
15
歳
以
上
の
市
民
４
０
０
０

人
を
対
象
に
実
施
し
ま
し
た
。
回
収

率
は
47
・
5
％
で
し
た
。

調
査
結
果
で
は
、
特
に
「
海
・
山
・

川
な
ど
の
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
」
を

誇
り
に
思
っ
て
い
る
と
い
っ
た
回
答

が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
自
然
環
境
に
対

す
る
市
民
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
わ
か
り
ま
し
た
。

今
後
は
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

を
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
が
集

約
さ
れ
た
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
新

し
い
総
合
計
画
策
定
に
活
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
、
多
く
の
市
民
の
み
な
さ
ん
に
心

か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
詳
細
な
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

に
つ
い
て
は
、
本
庁
舎
・
駅
南
庁
舎

の
総
合
窓
口
、
各
総
合
支
所
の
窓
口

で
ご
覧
い
た
だ
け
る
ほ
か
、
鳥
取
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
２
ペ
ー
ジ
下
段
参

照
）
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
本
庁
舎
総

合
計
画
策
定
チ
ー
ム
（
０
８
５
７
）

20̶

３
１
６
８

第
８
次
鳥
取
市
総
合
計
画

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

　

鳥
取
市
役
所
駅
南
庁
舎
６
階
の
既

存
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
運
営
事
業
者
を

公
募
し
た
結
果
、
次
の
事
業
者
が
運

営
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
オ
ー
プ
ン
は
、
５
月
30
日

（
月
）
で
す
。

事
業
者　

株
式
会
社　

パ
ジ
ャ
ス
ポ

ー
ツ

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
本
庁
舎

財
産
管
理
課
（
０
８
５
７
）20̶

３
１
１
２

お知らせ

公
募（
企
画
提
案
方
式
）に
よ
る

ス
ポ
ー
ツ
施
設
運
営
事
業
者
の
決
定

＜対象となる学校＞
大学（大学院）、短大、高校、専門学校、専修学校および
各種学校
＜申請に必要なもの＞
〇 学生証または在学証明書（申請する年度に証明されたもの）
〇 印鑑（代理の方が申請された場合のみ）
※ 4月分から、この制度の利用を希望される人は、５月末
までに申請してください。


